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ル
ー
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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
の
人
事
異
動
三
年
ル
ー
ル
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

平
成
十
三
年
十
二
月
に
外
務
省
が
発
表
し
た
人
事
制
度
改
革
の
骨
子
に
お
い
て
は
、
外
務
省
職
員
の
在
任
期
間
に
つ
い
て

は
、
「
本
省
、
在
外
と
も
最
長
三
年
を
原
則
と
し
、
個
々
の
職
務
の
特
性
や
在
外
の
任
地
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
勤
務
・
生
活

環
境
、
各
職
員
の
健
康
な
ど
に
も
可
能
な
限
り
き
め
細
か
く
配
慮
し
つ
つ
具
体
的
に
設
定
し
て
い
く
方
針
」
で
あ
る
旨
が
示

さ
れ
て
お
り
、
外
務
省
に
お
い
て
は
、
可
能
な
範
囲
で
、
こ
の
方
針
に
沿
っ
た
人
事
異
動
を
行
う
よ
う
努
め
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

外
務
省
に
お
い
て
は
、御
指
摘
の
答
弁
書
の
内
容
に
沿
っ
た
形
で
職
員
の
人
事
異
動
を
行
う
よ
う
努
め
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、

外
務
省
に
お
い
て
確
認
で
き
る
範
囲
で
は
、
平
成
十
四
年
九
月
一
日
時
点
に
お
い
て
、在
任
期
間
が
三
年
を
超
え
る
職
員（
行

政
職
俸
給
表
�
及
び
医
療
職
俸
給
表
が
適
用
さ
れ
る
職
員
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）
は
、
五
百
三
十
七
人
で
あ
っ
た
。

三
に
つ
い
て

平
成
十
八
年
二
月
一
日
現
在
、
外
務
省
に
お
い
て
、
在
任
期
間
が
三
年
を
超
え
る
職
員
は
、
三
百
九
十
一
人
で
あ
る
。


